
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 建築物等の移転又は除去の認可 

根 拠 法 令 及 び 条 項 土地区画整理法第７７条第７項  

所 管 部 課 係 名 まちづくり未来部都市計画課都市計画係 

審

査

基

準 

関 係 条 項 
  

 

基 準 

 

（ 未 設 定 の 場 

 

合はその理由） 

法第７７条第７項の規定による。 

 

第７７条 

７ 施行者は、第２項の規定により建築物等の所有者に

通知した期限後又は第４項後段の規定により公告され

た期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、

若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した

者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることが

できる。この場合において、個人施行者、組合又は区

画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようと

するときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の

属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければ

ならない。 

参 考 事 項 
 

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

標
準
処
理
期
間 

標準処理期間 

（ 未 設 定 の 場

合はその理由） 

将来的に申請が見込まれるものの、あらかじめ標準処

理期間を設定することは困難であるため未設定。 

設 定 等 年 月 日 平成  年 月 日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


